
地方自治法施行令の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則をここ

に公布する。  

令和２年９月２５日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市規則第２９号 

地方自治法施行令の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則  

（瀬戸市予算及び決算規則の一部改正）  

第１条 瀬戸市予算及び決算規則（昭和４０年瀬戸市規則第１７号）の一

部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（趣旨）  （趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１７３条の３の規定に基

づき、法令その他別に定めるもののほか、財政

の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂

行を期するため、予算及び決算に関し必要な事

項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１７３条の２の規定に基

づき、法令その他別に定めるもののほか、財政

の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂

行を期するため、予算及び決算に関し必要な事

項を定めるものとする。 
  

 （瀬戸市会計規則の一部改正）  

第２条 瀬戸市会計規則（昭和２９年瀬戸市規則第４号）の一部を次のよ

うに改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法施行令（昭和２第１条 この規則は、地方自治法施行令（昭和２



２年政令第１６号。以下「令」という。）第１

７３条の３の規定に基づき、法令その他別に定

めるもののほか、会計事務の処理に関し必要な

事項を定めるものとする。 

２年政令第１６号。以下「令」という。）第１

７３条の２の規定に基づき、法令その他別に定

めるもののほか、会計事務の処理に関し必要な

事項を定めるものとする。 
  

   附  則 

この規則は、公布の日から施行する。  

 

 

 


